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町からのお知らせ

１２月議会のお知らせ
問 議会事務局　☎９２－６５４３

　基山町議会 12 月議会は、下記の会期日程（予定）で開催します。会期中は、どの日でも傍聴できます（傍

聴にお越しの際は、新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いします）。議場は、役場４階です。

令和 3 年 12 月議会会期日程 ( 予定 )

日 曜日 開始時間 区分 内容 場所

6 月 午前９時 30 分 本会議 会期を決定します。
町長が議案の提案理由を説明します。 議場

7 火

午前９時 30 分 本会議 《一般質問》
議員が町政に関する質問を行います。 議場8 水

9 木

10 金 午前９時 30 分 本会議 議案審議（議案内容について町長に質問します。）
委員会付託（委員会で審査するように決めます。） 議場

11 土
休会

12 日

13 月 午前９時 30 分 委員会 付託を受けた議案を審査します。
（厚生産業常任委員会） 委員会室

14 火 午前９時 30 分 委員会 付託を受けた議案を審査します。
（総務文教常任委員会） 委員会室

15 水 午前９時 30 分 委員会 常任委員会での審査の結果を集約します。 委員会室

16 木 午前９時 30 分 本会議 常任委員会の審査結果を委員長が報告します。
議案について討論・採決を行います。 議場

議場の傍聴席は、庁舎 1・４階ロビーのモニター放映、及びインターネット録画配信の映像に映る場合があります
ので、ご了承ください。

※日程は状況により変更することがあります。

12 月 4 日～ 10 日は

「人権週間」です！

　世界人権宣言が採択された 12 月 10 日を「人権デー」と定め、12 月４日から 10 日までを「人権週間」として、
世界人権宣言の意義を訴えるとともに人権尊重思想の普及高揚に努めています。
　「思いやりの心」と「かけがえのない命」について考えてみましょう。
　町には、法務大臣が委嘱した民間のボランティアである人権擁護委員が３名
いらっしゃいます。人権相談など地域に根ざした活動を行い、人権思想の普及
と人権侵害の防止に取り組まれています。
▽人権擁護委員　
　山本 頼子さん、山口 美佐子さん、井上 正史さん

問 総務企画課　文書法令係　☎９２－２１８８
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70 歳以上の国民健康保険及び後期高齢者医療保険制度ご加入の方へ

高額療養費（外来年間合算）のお知らせ

■ 高額療養費（外来年間合算）制度とは？
　現在、医療機関や薬局で月に支払った医療費が上限額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されています。
一般区分・低所得者区分（※）の方は、年間（８月～翌年７月）の外来の自己負担額に 14 万４千円の上限額が設けられ、
その上限額を超えた額が高額療養費（外来年間合算）として支給されます。
※区分については、保険年金係（役場１階）へお尋ねください。

■ 問合せ先
　福祉課  保険年金係 （☎９２－７９３４）または佐賀県後期高齢者医療広域連合（☎０９５２－６４－８４７６）

■ 時効についての留意点
　高額療養費（外来年間合算）は、基準日（毎年７月 31 日）の翌日から２年を経過すると時効となり、支給ができなく
なります。申請は、基準日の翌日から２年の間に行ってください。
※計算期間（８月～翌年７月）の途中で資格を喪失された方の基準日については、資格を喪失された日の前日（死亡の
　場合は、亡くなられた日）となります。

　厚生労働省では、「国民一人ひとり、「ねんきんネット」等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らす日」として、
1
い い

1 月 3
みらい

0 日を「年金の日」としました。
　この機会に「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で、年金記録や将来の年金見込額を確認し、未来の生活設計に
ついて考えてみませんか？マイナンバーカードとメールアドレスをお持ちであれば、マイナポータルからねんきんネットが利
用できます。詳細は、日本年金機構のホームページで確認いただくか、年金事務所にお問い合わせください。

毎月第２・４火曜日は年金相談の日！
役場では、毎月第２・４火曜日に年金相談を実施しています。佐賀年金事務所から相談員が来庁し、相談を受け付けます。
事前に予約が必要ですので、佐賀年金事務所（☎０９５２－３３－６３６０）へ前日までにご連絡ください。

■問合せ先
・佐賀年金事務所　☎０９５２－３１－４１９１
・日本年金機構「ねんきんネット」「ねんきん定期便」専用ダイヤル ☎０５７０－０５８－５５５（０５０から始まる電話でおかけの場合は☎０３－６７００－１１４４）

※後期高齢者医療の方で高額療養費の口座登録の無い方、国民健康保険の 70 歳以上の方、それぞれで支給が見込まれる
被保険者の方には、12 月中～下旬にお知らせを送付する予定ですので、保険年金係（役場１階）へ申請してください。

（令和 2 年８月から令和 3 年７月末までの間に「転入・転出をされた方、資格の変更があった方、資格を喪失された方
（亡くなられた方や生活保護を受け始めた方）」は、申請の対象となる旨のお知らせができない場合があります。具体的な
手続きやご不明な点はご相談ください。）

■ 支給要件
　令和 2 年８月から令和 3 年７月末までに被保険者が医療機関や薬局で支払った外来の医療費の自己負担額から
月間の高額療養費を除いた額のうち、14 万４千円を超えた額を支給します。

↑75 歳以上の方はこちら

■ 支給の対象となる方へのお知らせ及び申請手続きについての留意点

・後期高齢者医療の方…月間の高額療養費の支給を受けたことがある方で、対象の期間中に医療保険の異動等がなく、
　   　　　　　　　　　外来の医療費の自己負担額が広域連合で確認できる場合、月間の高額療養費の支給先と同じ
                                         口座へ自動的に支給します。（支給日の一週間程度前に支給決定通知書が届きます。）

・国民健康保険の方  …申請時に口座の登録が必要です。

未来の生活設計について考えてみませんか！

1
い い

1 月 3
みらい

0 日は「年金の日」
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インフルエンザ予防接種について

　65 歳以上の方は定期予防接種として、インフ
ルエンザ予防接種を実施しています。
対　　象  町内在住で、接種日に 65 歳以上の方

接種回数　１人１回

実施期間 12 月末の医療機関の診療日まで

接種料金　500 円

実施医療機関　佐賀県広域実施医療機関

高齢者の定期接種について

　町では町内指定医療機関で受けるインフルエンザ予防接種費用の
一部助成を行っています。
対　　象　町内在住の生後 6 か月 ～ 18 歳
接種回数　12 歳以下の方：2 回
　　　　　 13 歳以上の方：1 回（医師が特に必要と認める場合は 2 回）
助成内容　接種１回につき 2,000 円を助成
　　　　　※接種費用から 2,000 円が控除されます。
実施期間　１月末の医療機関の診療日まで
接種時に持参するもの　母子健康手帳、健康保険証
実施医療機関　町内指定医療機関（下表のとおり）

子どもの任意接種費用を一部助成します！

医療機関名 住所 電話番号 予約 備考

池田胃腸科外科 小倉 545 番地 55 ９２－２３０８ 要

さかい胃腸・内視鏡

内科クリニック
小倉 1059 番地２ ９２－１１２１ 不要 11 月 8 日（月）以降の受付は、

診療終了 30 分前まで

つくし整形外科 園部 2765 番地 25 ９２－７６５５ 要

中洲医院 宮浦 259 番地 45 ８１－００６１ 不要

なるお内科小児科 けやき台１丁目 23 番地７ ９２－４１７０ 要

まえはら耳鼻咽喉科

アレルギー科クリニック
園部 2772 番地 10 ８１－０７３３ 要

鹿毛診療所 宮浦 186 番地 65 ５０－８０５９ 不要

※ 12 歳以上を対象
※ 受付時間
　（平日）午前 9 時 ～ 12 時、午後２時～５時
　（土曜）午前９時 ～ 12 時

接種を希望される方は早めに接種しましょう

問 基山町保健センター　☎９２－２０４５

　インフルエンザワクチンの製造の関係で、接種できるワクチンの数が昨年より少なくなっています。そのため、医療
機関によって、ワクチンの入荷が十分でない状況も想定されます。
　接種を希望される方は、お早めに医療機関へご確認ください。

◆町外で子どものインフルエンザ予防接種をされた方も費用を一部助成します
町内指定医療機関以外で接種をされた場合、接種 1 回につき 2,000 円の助成を行います。申請方法は、領収書の原本、

予防接種の記録がわかるもの（母子健康手帳など）を健康増進課（保健センター）へ持参の上、申請をお願いします。

※ワクチンを２回接種した場合や家族内に対象児が複数いる場合は、助成期間内であれば、１度にまとめて申請可能です。

▽助成期間　接種期間　10 月１日（金）～ 令和 4 年１月 31 日（月）
　　　　　　 申請期間　10 月１日（金）～令和４年 3 月 31 日（木）

有
料
広
告
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開催日　：11月 20日（土）
スタート：JR基山駅　

Ｊ Ｒ 九 州 ウ ォ ー キ ン グ

コース距離：約 11Ｋｍ　
所要時間　：約 4時間

町内を歩いてみませんか♪ 秋
～紅葉の「大興善寺」とおもてなしの町「基山町」を訪ねて～

〈スタート受付〉午前８時３０分～１１時〈ゴール受付〉午後3時まで

基山町の「全国歩きたくなる道 500 選」に
選ばれた道を通り、紅葉の「大興善寺」や
地酒「基峰鶴」の酒蔵を訪ねるコースです。

参加費：無料　　事前予約：不要
☆直接JR基山駅へお越しください♪
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■問合せ先
鳥栖駅 　☎０９４２－８２－２０２０
協力 / 基山町、基山町観光協会、基山町商工会、基山町社会福祉協議会、基山町ボランティア推進
委員会、基山町産業振興協議会

ようこそ基山町へ 町民みんなでおもてなし♪
≪新型コロナウイルス感染症対策

に関するお願い≫
・スタート・ゴール受付時のマスク着用

及び手指消毒にご協力ください。
・発熱のある方、継続的に咳が出るな

ど体調のすぐれない方はご参加をご
遠慮ください。

『 きてみて  やっぱり
　　またきたい 』

を実感してもらうために・・。
当日は町内外から約 1,500 人
の参加者が基山町を訪れます。
あたたかい “ おもてなし” のこ
ころでお迎えしましょう♪




